
第９１期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

連結注記表

個別注記表

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

大 井 電 気 株 式 会 社

― 1 ―



連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数…………………４社

連結子会社の名称

日本フィールド・エンジニアリング株式会社

日本テクニカル・サービス株式会社

オオイテクノ株式会社

株式会社エヌ・エフ・サービス

(2) 非連結子会社の数………………１社

非連結子会社の名称

株式会社クリエイト・オオイ

(連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも小規模であり、

全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等はいずれも小規模であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及

ぼさないため、持分法は適用しておりません。

３．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

② たな卸資産

製品、半製品、原材料……総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）
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仕掛品、貯蔵品……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

ただし貯蔵品のうち事務用品・工場消耗品

類は最終仕入原価法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)…………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物 ２～50年

工具器具及び備品 ２～20年

② 無形固定資産

(リース資産を除く)…………定額法

なお、自社利用のソフトウェアは社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

③ リース資産……………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上

しております。

③ 役員賞与引当金……役員の賞与支出に備えるため、支給見込額を計上し

ております。
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④ 役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。

⑤ 工事損失引当金……受注工事の損失発生に備えるため、当連結会計年度

末手持ち受注工事のうち、損失の発生が見込まれ、

かつ金額を合理的に見積もることのできる工事につ

いて、損失見積額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ．当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ．その他の工事

工事完成基準（検収基準）

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。

ロ．数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処

理方法

会計基準変更時差異（1,186,194千円）は、主として15年による均

等額（一部の子会社は５年による均等額）を費用処理しておりま

す。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５～14年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（５～18年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

ハ．未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効

果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職

給付に係る調整累計額に計上しております。

二．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。
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② 消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

会計方針の変更に関する注記

（退職給付に関する会計基準等の適用）
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退

職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）

を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定

めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見

直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更す

るとともに、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重平均

割引率へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な

取扱いに従っており、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用

の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が646,884千円増加し、利益

剰余金が627,559千円、少数株主持分が19,324千円、それぞれ減少しております。ま

た、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

18,559千円減少しております。

連結貸借対照表に関する注記

１．担保資産及び担保付債務

　 担保に供している資産は、次のとおりであります。

建 物 及 び 構 築 物 690,419千円

土 地 1,674,663千円

投 資 有 価 証 券 41,419千円

計 2,406,502千円

　 担保付債務は、次のとおりであります。

短 期 借 入 金 100,000千円

買 掛 金 32,005千円

計 132,005千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 7,039,042千円

３．保証債務 4,128千円

従業員の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 連 結 会 計
年度期首株式数

当 連 結 会 計
年度増加株式数

当 連 結 会 計
年度減少株式数

当 連 結 会 計
年度末株式数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 14,700,000株 －株 －株 14,700,000株

合 計 14,700,000株 －株 －株 14,700,000株

自 己 株 式

普 通 株 式 23,862株 532株 －株 24,394株

合 計 23,862株 532株 －株 24,394株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成26年５月14日
取締役会

普通株式 73,380千円 ５円 平成26年３月31日 平成26年６月12日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結

会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の
総額

配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年５月13日
取締役会

普通株式 73,378千円 利益剰余金 ５円 平成27年３月31日 平成27年６月10日
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融商品に限

定し、また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており

ますが、当該リスクについては、内規に従い取引先ごとに期日管理及び残

高管理を行うことにより、リスク軽減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び

金銭信託であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されておりま

すが、時価や発行体の財務状況等を定期的に把握し、取引先企業との関係

を勘案のうえ、保有状況を継続的に見直すこととしております。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが６か

月以内の支払期日であります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい

ては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 4,949,863千円 4,949,863千円 －千円

(2) 受取手形及び売掛金 5,374,426千円 5,374,426千円 －千円

(3) 投資有価証券 725,792千円 725,792千円 －千円

資産計 11,050,083千円 11,050,083千円 －千円

(1) 支払手形及び買掛金 3,396,406千円 3,396,406千円 －千円

(2) 未払金 1,206,822千円 1,206,822千円 －千円

負債計 4,603,228千円 4,603,228千円 －千円
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。合同運用
指定金銭信託は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 98,137千円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ことから、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 4,947,149千円 －千円 －千円 －千円

受取手形及び売掛金 5,374,426千円 －千円 －千円 －千円

有価証券

その他有価証券の
うち満期があるも
の（その他）

300,000千円 －千円 －千円 －千円

合計 10,621,576千円 －千円 －千円 －千円
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賃貸等不動産に関する注記

当社及び一部の連結子会社では神奈川県その他の地域において賃貸利用している不

動産を所有しておりますが、重要性が低いため記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 566円54銭

２．１株当たり当期純利益 8円77銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他の注記

該当事項はありません。

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

　
重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

② 時価のないもの……………移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、半製品、原材料………総平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

(2) 仕掛品、貯蔵品………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

ただし貯蔵品のうち事務用品・工場消耗品類

は最終仕入原価法による原価法

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産

(リース資産を除く)…………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）は定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物 ２～50年

工具器具備品 ２～20年

(2) 無 形 固 定 資 産

(リース資産を除く)…………定額法

なお、自社利用のソフトウェアは社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。
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(3) リ ー ス 資 産…………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金…………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞 与 引 当 金…………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額

を計上しております。

(3) 役 員 賞 与 引 当 金…………役員の賞与支出に備えるため、支給見込額を

計上しております。
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(4) 退 職 給 付 引 当 金…………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっており

ます。

② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会

計基準変更時差異の費用処理方法

会計基準変更時差異（804,486千円）につい

ては、15年による按分額を費用処理しており

ます。

過去勤務費用については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14

年）による定額法により費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異については、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（12～18年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金…………役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 工 事 損 失 引 当 金…………受注工事の損失発生に備えるため、当期末手

持ち受注工事のうち、損失の発生が見込ま

れ、かつ金額を合理的に見積もることのでき

る工事について、損失見積額を計上しており

ます。

５．収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ．当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ．その他の工事

工事完成基準（検収基準）
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６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理………………退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び

未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の

方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計

処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理………………消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

によっております。

会計方針の変更に関する注記

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下

「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日）を当事業年度より適用し、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期

間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を残存勤

務期間に基づく割引率から単一の加重平均割引率へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的

な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計

算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が598,331千円増加し、繰越利益剰

余金が598,331千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ18,263千円減少しております。

貸借対照表に関する注記

１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建 物 534,677千円

土 地 409,104千円

　計 943,781千円

なお、担保付債務はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,003,092千円

３．保証債務 4,128千円

従業員の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

４．関係会社に対する金銭債権、金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 285,530千円

関係会社に対する短期金銭債務 176,858千円
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損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 1,074,331千円

仕入高 680,804千円

営業取引以外の取引高 569,408千円

　
株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

自 己 株 式

普 通 株 式 23,862株 532株 －株 24,394株

合 計 23,862株 532株 －株 24,394株

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加532株は、単元未満株式の買取りによる増加
であります。

　
税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 157,504

たな卸資産 70,476

その他 185,876

繰延税金資産（流動）小計 413,856

評価性引当額 △70,476

繰延税金資産（流動）合計 343,380

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 1,143,203

役員退職慰労引当金 16,564

資産除去債務 27,541

その他 19,841

繰延税金資産（固定）小計 1,207,151

評価性引当額 △580,529

繰延税金資産（固定）合計 626,621

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △43,325

繰延税金資産（固定）の純額 583,295
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２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の

一部を改正する法律」(平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平

成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われるこ

ととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する

法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が

見込まれる一時差異については33.0％に、平成28年４月１日に開始する事業年度

以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）

は85,066千円減少し、法人税等調整額が89,658千円、その他有価証券評価差額金

が4,592千円、それぞれ増加しております。

リースにより使用する固定資産に関する注記

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

製作所における生産設備（機械装置）であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、

平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

(注) リース契約のリース期間が満了したため、該当事項はありません。

２．未経過リース料期末残高相当額等

(注) リース契約のリース期間が満了したため、該当事項はありません。

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 1,173千円

減価償却費相当額 1,173千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。
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関連当事者との取引に関する注記

関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出 資 金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

その他の
関係会社

三菱電機㈱
東京都
千代田区

175,820,770

各種電気機械
器具、電子応
用機械器具、
産 業 機 械 器
具、通信機械
器具、その他
一般機械器具
及び部品の製
造並びに販売

(被所有)
直接

31.9％

当社製品の
販売及び同
社製品等の
一部につき
購入

情報通信機
器の販売

765,966 売掛金 169,869

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高に
は消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
当社製品の販売及び有償支給材料の購入等については、市場価格を参考に
決定しております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 439円70銭

２．１株当たり当期純利益 41円03銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他の注記

該当事項はありません。

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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